
1 

 

第１０回 デジタルガバメントワーキング・グループ 

議事概要 

 

１．日時：令和３年４月２０日（火）10時00分～11時12分 

 

２．場所：オンライン会議  

 

３．出席者： 

（委 員） 小林喜光（議長）、高橋進（議長代理）、髙橋滋（座長）、 

岩下直行（座長代理）、佐藤主光、南雲岳彦 

（専門委員） 住田智子、田中良弘、中林紀彦、濱西隆男、林達也、八剱洋一郎 

（政 府） 

（オブザーバー） 

河野大臣 

尾原内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室参事官 

（事務局） 渡部規制改革推進室次長、山西規制改革推進室次長、 

大野参事官、藤山企画官 

（ヒアリング出席者） 一般社団法人新経済連盟：小木曽政策部長 

国土交通省：江坂自動車局次長 

国土交通省：金子自動車局自動車情報課長 

警察庁：新田長官官房審議官（交通局担当） 

総務省：東自治税務局自動車税制企画室長 

 

４．議題： 

  （開会） 

   ○ 個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げについて 

・自動車保有手続のワンストップサービスにおける課題等について 

（一般社団法人新経済連盟からのヒアリング） 

・自動車保有手続のワンストップサービスについて 

（国土交通省・警察庁・総務省からのヒアリング） 

  （閉会） 

 

５．議事概要： 

○髙橋座長 それでは、定刻となりましたので、第10回「デジタルガバメントワーキング・

グループ」を開会させていただきます。 

 委員、専門委員の皆様方におかれましては、御多用中、御出席いただきまして、ありが

とうございます。 

 今回も、オンラインで開催しております。お手元に資料を御準備いただき、御参加をお
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願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 会議中は、雑音が入らないよう、画面左下のマイクアイコンをミュートにしていただき

ますようお願いいたします。御発言の際はミュートを解除して御発言いただき、御発言の

後は再度ミュートにしていただきますよう、御協力をお願いいたします。御発言いただく

際は、「手を挙げる」ボタンを押していただきますと、順番に指名をさせていただきます。 

 なお、進行時間は厳守したく存じます。大変恐縮に存じますが、質問につきましては、

要点を絞ってコンパクトにお願いしたいと思います。 

○髙橋座長  

 本日御出席予定の河野大臣はもうすぐ見えられると思います。 

 小林議長、高橋議長代理にも御出席をいただいております。ありがとうございます。 

 また、オブザーバーとして、内閣官房IT総合戦略室の尾原参事官に御同席いただいてお

ります。お忙しいところ、ありがとうございます。 

それでは、早速、議事「個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げについて」

に移りたいと思います。 

 自動車を保有する際には、自動車登録や保管場所証明、自動車税の支払いなど、国土交

通省、警察庁、総務省の３省庁をまたがった手続が必要となっております。ワンストップ

サービスの導入等、一定の取組はされてまいりましたが、窓口審査の方が早いとの声も聞

かれます。手数料や税をばらばらに支払わなければならない仕組みの見直しなど、３省庁

が連携・協力して対応することでさらなる行政サービスの改善が可能となるように思いま

す。 

 まずは、新経済連盟政策部、政策部長の小木曽様より、事前に御提出いただきました資

料１「自動車保有手続のワンストップサービスにおける課題等について」を基に御説明を

頂戴したいと思います。 

 それでは、10分程度で御説明を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

○新経済連盟（小木曽部長） よろしくお願いします。小木曽でございます。 

 今回は、機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 今回の要望事項は、大きく分けまして３つでございます。今、お話がありましたように、

デジタル化について、ワンストップ、ワンスオンリー、あるいは、デジタル完結、様々な

キーワードで総論として枠組みをはめた上で各個別の議論をしていると認識をしておりま

す。個別の議論をするときに、今日取り上げる分野は正にそこの徹底度合いが問われると

ころが象徴的に表れている分野だと思いますので、非常に重要なことだと思っております。

正に象徴的な分野でありますので、そこの徹底度合いを問うということでございます。大

きく分けまして、３つございます。ばらばらなものをどう連携できるか、マイナンバーカ

ードの利用などによってデータを突合させることによってもっと効率化できないか、それ

から、少々毛色が変わりますが、軽自動車と普通車の制度で、軽自動車並みの手続に普通

車もそろえることによって全体として効率化が図れないか、という３点でございます。 
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 ページをめくります。まず、要望事項①に関連しまして、車庫証明申請のフローでござ

います。車庫証明は、現在、本人・代理人が申請して後日警察署でステッカーを受領しま

す。正にもらう側としてのワンストップを求めるのは自然な流れですので、運輸支局で受

領できないでしょうか。そもそもこの車庫証明が電子化されて全てが将来にはオンライン

完結するということでございますが、それに向けてできる限り早く利用者利便性向上をや

る必要があると思っております。 

 これも非常に分かりやすい事例ですが、OSSの場合、この下の左側の図にありますように、

納付番号をポータルサイトで取得してインターネットバンキングで支払うことができると

いう制度になっています。これを見ると一見しっかりやっているのだなという感じに見え

るのですけれども、手続フローに落としたものが右側になります。手続フローで分解して

いくと、いろいろな手数料や税の納付が、画面は１か所なのですけれども、段階が１つで

はないのです。通常は民間のサービスで行うときにこういうものをワンストップとは言わ

ないと思いますので、真のワンストップが求められているということでございます。 

 ２つ目、これも似たような話でございます。利用者からすると、引っ越しをしたりして、

書類をしばしば変更する必要があるわけですけれども、「引越しワンストップサービス」

という別途政府が進めている動きがありますが、それとうまく全体が連携する形で、この

自動車保有関連手続についてもうまくはまり込んでいるのか。具体的な住所変更手続で、

例えば、手間・時間がかかる。住所表記も、住所の記載が印鑑証明と全く同じ内容でない

と申請ができないとか、いろいろな問題がありまして、心が折れてしまうという感じにな

って、電子化をしている意味とは何なのだろうかということになるということでございま

す。 

○髙橋座長 河野大臣、お忙しいところ、ありがとうございます。 

 河野大臣が入られましたので、御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○河野大臣 途中で申し訳ございません。記者会見が延びて、遅れました。失礼いたしま

した。 

 今日も、ありがとうございます。 

 自動車保有手続のワンストップサービスの御議論をいただきます。自動車の登録は年間

に1600万件以上あり、車庫証明が700万件ぐらい１年間にあるということで、行政の手続の

中でも国民にとって非常に身近な手続だと思います。 

 車検証のデジタル化などを含めて、国交省、警察庁、総務省、ワンストップ化に非常に

前向きに取り組んでいただいておりまして、ありがとうございます。国交省自動車局には、

いろいろと頑張っていただいておりまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 ただ、申請によっては、オンラインで申請するより窓口に行ったほうが早いという意見

をいただいておりまして、窓口に行ってしまったほうが早いのだったら誰がオンラインを

やるのかという話になります。オンライン申請の処理が後回しにされているのではないか
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という話もありますので、業務フローをしっかり見直していただきたいと思います。 

 また、手数料納付や納税手続で、納付するときに何回もやらなければいけない、せっか

くできるなら一括でそうしたものをやってほしい、利便性向上の余地はまだ大きいと聞い

ております。１つのウェブサイトから３つ手続ができます、ということにとどまらないで、

この縦割りを廃して、ユーザーから見て何が便利なことなのかを意識して見直しをしてい

ただきたいと思いますし、菅内閣はスピード重視ですので、具体的な期限を切って取組を

明確にしていただきたいと思っております。 

 どうぞ活発な御議論をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○髙橋座長 河野大臣、どうもありがとうございました。 

 なお、河野大臣は公務のため途中で御退室されると伺っております。 

 恐れ入ります。小木曽様、引き続き御説明を頂戴したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○新経済連盟（小木曽部長） 小木曽でございます。 

 大臣、よろしくお願いいたします。 

 ちょうど今大臣に触れていただいたところが期せずして画面に出ておりますが、オンラ

イン申請の迅速化ということで、対面の場合、翌日一斉処理なのですが、オンラインの場

合、現状で、いろいろな集計はあると思いますが、我々が調べたところで、警察署にもよ

るのですけれども、一例を挙げますと、車庫証明だと窓口申請で３日から７日程度がかか

ってしまうということで、オンラインは常に対応が後回しになる。我々が予想するに、窓

口の担当者がOSSにも対応して両方やっているので、現場に窓口の人がいるとその人で対

応しなければいけないのでどうしても窓口を優先する傾向があるのかなということで、正

にここは全体の業務フローといいますか、あるいは、人繰りをどうするのか、どういう仕

事に誰を充てるのかといった全体でBPRを見直す必要から考えないと、抜本的にオンライ

ン申請を導入したことの意味が発揮されないだろうなと思っております。 

 これはよく言われる話で、この分野だけではないですが、例えば、移転登録をするとき

に、旧所有者と新所有者でいろいろな書類を用意するのですが、これなどもマイナンバー

カードの情報を活用することによりまして添付書類を削減するというものが全体方針とし

て出ていると思います。この分野においてもこのようなことが本当に完結されるのかどう

かというところはよく見ていく必要があると思っております。 

 今、大臣から、UI/UXのお話が出たと思いますけれども、例えば、これを因数分解して、

OSSでオンライン申請をするとどういう画面になっているかという一例を出してみました。

どういう場合に使えるか使えないかというものが、はい・いいえ、イエス・ノーのような

形で出てきまして、使えない場合の条件のところを貼り付けているのですが、自賠責保安

証明書や、保安基準適合証の電子化など、ほかのところが電子化していないと駄目といっ

た多くの条件がありまして、部分最適ではなくて全体的なデジタル完結をするという目で

見てやらないと、一部だけやっているけれども、全体が完結しないから、結局、利用率も
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上がらないということになります。やるなら全体を全部デジタル完結にしなければいけな

いことがここに象徴的に表れていると思います。 

 これもよく民間とのAPI開放がなされていなくて分かりにくいということがありまして、

その一例を挙げさせていただきました。重量税やリサイクル税は、結局、税額を照会する

サービスは国土交通省がやられていて、これをやられていること自体はもちろん評価をす

るのですけれども、検索をしてみるとPDFしか表示されないといったことで、実際の現場で、

PDFの情報だと、要するに、貼付けとか、いろいろなことでインポートができません。要す

るに、意味をなさないので、API接続、開放をするべきだと思います。 

 要望事項②で、これも昔から言われることでございます。代理人の申請のところでござ

います。自動車販売店で登録手続をしているときに、行政書士等の関与が、これは国土交

通省のホームページから持ってきましたけれども、関係法令の規定により作成・申請する

ことができないので別途申請代理人を選出する必要があるということになっております。

この辺りの代理人申請について、要するに、行政書士が原則で、例外的に一部自動車販売

協会が認められているという構造にもなっていますけれども、この辺りについても見直し

をすることで利便性を上げることができるのではないかと思います。 

 先々週ですか、これは河野大臣に御説明させていただいた不動産IDをつくらなければい

けないという話と似ております。自動車についても、自動車はそれにひもづいているいろ

いろな情報がございます。例えば、修理や整備履歴といったことがビッグデータとして束

になっております。そういったものを使うことによってトレーサビリティサービスができ

て自動車流通が活性化する。これは国土交通省さん自身がそういうことを進めていくと将

来ビジョンを描いているので、こういう観点との接合でも、全体の手続をどのようによく

していくのかということを、是非この場でも今後の方針を御回答いただけると大変助かり

ます。 

 続きまして、最後です。普通車と軽自動車と制度が２つに分かれていますが、軽自動車

の方の制度になるべく寄せることで全体を効率化できないかという提案でございます。今、

軽自動車保有台数は増加傾向にありまして、構成比でいうと40％ぐらいが軽自動車になっ

てきております。軽自動車登録の仕組みは普通車と異なっていまして、車検証の情報も単

独で、いわゆる普通自動車のOSSではなくて、軽自動車だけのOSSという部分で別途仕組み

が出来上がっています。具体的に軽自動車の方に寄せてほしいという意味合いは、次のペ

ージで御説明させていただきます。 

 車に乗られる方は皆さん封印とは何かよく御存じかと思いますが、念のため、左側につ

けています。プレートの左上についているアルミ製の留め具のことを封印といいますが、

道路運送車両法でつけることが決められています。軽自動車は、届出制となっており、封

印の手続がございません。今、軽自動車といっても普通車と同じように割と財産的価値が

高いものでも軽自動車扱いになっている例が散見されておりまして、その意味で、そうい

う制度の中で、盗難防止という観点から普通車についても今のような封印制度をずっと残
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し続ける必要があるのかという部分も含めまして、今後、封印制度についてどういう改善

をすることでデジタル化の妨げにならないようなことができるか、関係省庁の皆様方はど

ういうふうにお考えかということを是非お聞かせいただければと思っております。 

 要望事項は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、国土交通省、警察庁、総務省より、あらかじめ御提示した論点について10

分程度で説明をお願いしたいと思います。今お聞きしたいというお話もありましたので、

もし可能であればそれに対する回答もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○国土交通省（江坂次長） 国土交通省自動車局次長の江坂でございます。おはようござ

います。 

 本日は、自動車の登録検査、保管場所証明、税や手数料の一連の手続をオンラインにて

一括で行う自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用率向上策などに関しまして、

事前にいただきました論点について、今映っております資料２で回答を書いておりますが、

その回答内容に関しまして、国土交通省、警察庁、総務省の順に回答させていただきます。 

 まず、私ども国土交通省から回答いたします。 

 初めに、国土交通省の基本的なスタンスを申し上げますと、いただきました論点はいず

れもごもっともな内容だと認識しておりますので、いずれも前向きに対応していきたいと

考えております。 

 それでは、個別の論点への回答でございますが、まず、論点①では、省庁横断的な取組

について５つの御指摘をいただいています。 

 そのうち、まず、論点①－１、自動車保有関係手続全体のBPRを推進すべきとの御指摘に

関しましては、デジタル化の推進に当たりましてはBPRの徹底が重要と認識しております。

このため、これまでも関係省庁等で構成される会議体の場も活用しながらBPRを推進して

まいりました。具体的な成果といたしましては、マイナンバーカードを使用した場合の印

鑑証明書などの添付書類の不要化などを図りました。また、出頭回数の削減に資する車検

証電子化につきましては、令和５年１月の導入に向けて準備を進めております。さらには、

現在の紙処理を中心とした自動車登録検査手続の窓口業務フローについて、デジタル技術

を活用したフローに抜本的に見直すこととしておりまして、この４月から見直しの検討の

ための調査を進めております。 

 次の論点①－２、①－３に関しましては、後ほど警察庁さんより回答させていただきま

す。 

 次に、論点①－４の保管場所証明を書面で申請した後も自動車登録の電子申請を可能と

する仕組みなどを構築すべきとの御指摘に関しましては、最終的なゴールとしては、手続

を最初から最後まで一貫してデジタルで完結させることを目指す必要があると認識してお

ります。一方で、御指摘の仕組みは、オンライン申請の選択肢を増やすものでございまし

て、デジタル完結に至るまでの過渡期におきましては、申請者の利便性向上に資する方策
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の一つと考えております。このため、ニーズの詳細を把握した上で、御指摘の仕組みも含

めまして申請者のさらなる利便性向上に資する仕組みについて前向きに検討していきたい

と考えております。 

 次に、論点①－５の各手数料や税につきまして、まとめて一度に支払える仕組みを構築

すべきとの御指摘に関しましては、この仕組みも実現すれば利便性が大変高まるものと認

識しております。一方で、その実現のためには幾つか課題がございまして、例えば、審査

の前にまとめて支払うとした場合、自動車重量税は登録の審査後に支払額が確定いたしま

すので、事前に支払った額と差分が生じるといった課題がございます。こうした課題は窓

口申請にも共通するため、先ほど御説明いたしました窓口業務フローの見直しの検討に併

せまして課題解決に向けた検討を進めていきたいと考えております。 

 次に、論点②では、手続のオンライン完結につきまして、２つの御提起をいただいてお

ります。 

 まず、論点②－１のオンライン利用率につきまして、マイナンバーカードを利用して添

付書類を省略する場合の目標も設定すべきとの御指摘に関しましては、マイナンバーカー

ドを使用した利用率の目標を新たに設定し、基本計画の改定に反映したところでございま

す。 

 次に、論点②－２のマイナンバーカードなどを利用した申請につきまして、マイナンバ

ーカードの利用を促すため、ハイブリッド申請よりも手数料を優遇することはできないか

との御指摘に関しましては、検査登録手数料は人件費やシステム経費などの実費を勘案し

て額を定めておりますので、今後、マイナンバーカードを利用した申請とハイブリッド申

請の実費につきまして改めて分析の上、検査登録手数料の見直しを検討してまいります。 

 次に、論点③の申請者本人へのユーザーテストを設けるべきとの御指摘に関しましては、

既に申請者本人も対象としたアンケート調査などの結果を踏まえて、新たにシステム改善

などを実施することとしまして、基本計画の改定にも反映したところでございますが、利

用者ニーズのさらなる把握のため、御指摘のユーザーテストにつきましても本年度の早期

に実施することとしております。 

 次に、論点④のアクションプラン①のｆ、申請代理人が行うOSS申請の利便性向上の具体

的な取組といたしましては、申請代理人の業界団体との定期的な協議会の設置、出頭回数

削減に資する、いわゆる資格者代理人フローの対象手続拡大などを想定しておりまして、

基本計画の中でも明確にいたしました。 

 次に、論点⑤の従来の紙による申請者も対象とした第三者チェックが必要との御指摘に

関しましては、従来の紙による申請者も対象としたアンケート調査を実施したほか、紙に

よる申請も行っている事業者の団体から、本基本計画を踏まえた御意見・御要望をいただ

いております。これらの結果を踏まえまして、今般、新たにシステム改善などを実施する

ことといたしまして、基本計画の改定に反映いたしました。今後もこのような第三者チェ

ックを継続的に実施することとしておりまして、より効果的な評価をいただけるよう引き
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続きその方法と内容に関しまして検討してまいります。 

 最後に、論点⑥につきましては、論点（別紙）に記載されているとおり、利用者の方か

ら様々な御意見をいただいております。これらの御意見を踏まえまして、基本計画の見直

しを行いました。例えば、具体的には、個人申請者を対象としたUXの向上が重要との御意

見を踏まえまして、今年度早期にユーザーテストを実施するほか、より高い目標を設定す

るのではないかとの御意見を踏まえまして、マイナンバーカードを使用した利用率目標を

追加設定いたしました。今後、本日いただきましたその他御意見に関しましても参考にし

て、引き続き利用者の利便性向上に向けた取組を進めてまいります。 

 以上、国土交通省としては前向きに対応していく所存でございますので、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、警察庁からお願いいたします。 

○警察庁（新田審議官） 警察庁長官官房審議官、新田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 自動車の保管場所証明手続につきましては、保管場所標章を運輸支局において車検証と

ともにまとめて受け取れる仕組みについて検討すべきという論点①－２、OSS手続代行者

による保管場所標章の印刷・交付を可能とするなど交付場所の拡大について検討すべきと

いう論点①－３といった論点を御提示いただいているところでございます。 

 この論点でいただいた２点でございますけれども、いずれにつきましても申請者の警察

署窓口訪問の負担軽減を図るという趣旨であると承知しているところであります。警察庁

におきましては、同様の観点から全都道府県警察におきまして申請者の希望に応じた保管

場所標章の郵送による交付を令和４年度中に実施する方向で検討を進めております。具体

的には、今画面で共有させていただいている資料２（別添５）のとおり、現状は、保管場

所証明手続に際し、警察署に２回来訪する必要がありますが、下の「方向性」に記載のと

おり、OSSを通じて申請した場合は、保管場所標章を郵送により交付する方向で検討してい

るところであり、その場合、警察署への来訪回数が０回となります。 

 先ほど新経連さんから御指摘のあった点について若干触れさせていただきますが、窓口

申請の方がオンラインより早いのではないか、また、保管場所証明は警察署にもよるが窓

口申請で３日から７日程度かかるという御指摘をいただいたところでございます。まず、

保管場所証明に係る手続に時間がかかるということにつきましては、申請に係る場所が法

令に定める要件に適合して使用可能な状態であるか否かについて実際に現場に赴いて調査

を行う必要がございます。警察署の管轄区域も非常に広うございますし、保管場所証明手

続の件数も非常に多いので若干時間はかかるわけですけれども、標準的な処理期間として、

現場に赴いて調べないといけないという性格上、やむを得ず、主に１週間程度、３～７日

程度かかるということでございます。 

 また、OSSの窓口申請の処理時間に差があるのではないかという点につきましては、私は

そういうことはないと思っております。これは、結局、OSSであろうが窓口であろうが申請
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されたものをまとめて現地に行って、先ほど申し上げた点について確認しないといけない

という性格上、どちらを先に処理するということができませんので、両方に差はないとい

うことでございます。 

 時間を頂戴いたしました。 

 総務省さん、よろしくお願いいたします。 

○総務省（東室長） 総務省自動車税制企画室長でございます。 

 総務省から単独でお答えする項目はございませんけれども、国交省さん、警察庁さんと

連携をさせていただいて、引き続き努力をさせていただきたいと思ってございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただ今の御説明につきまして御意見・御質問等がございましたらお願いした

いと思います。まず、論点①についての議論すべき点は多いと思いますが、論点①を皮切

りに御質問を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 お三方が挙がっています。中林専門委員、濱西専門委員、岩下代理、お願いします。ま

ず、中林専門委員、お願いします。 

○中林専門委員 御説明をありがとうございます。 

 中林です。 

 本件は恐らく特に関連省庁の連携が非常に重要だと思って伺っておりました。中に省庁

連携の仕組みとしてOSS管理運営委員会なるものがあってという記載があり、ウェブサイ

トを見たのですが、ここが権限を持って各省に指示を出して横串の仕組みをつくっていか

ないと、今回の御説明も各省庁が自分のところの分担だけをお話しされているように聞こ

えて、そこの連携をもっと密にやらないと、表面上、こういうUI/UXは重要なのですけれど

も、裏側のところで、省庁をまたがったBPRとシステム化、API連携、データ連携をつくっ

ていかないと、今日の課題で指摘のあった本来のワンストップサービスが実現できないと

思います。この辺りをどう活動されているのか、管理運営委員会がどう機能しているのか

というところも含めて、お話しいただければと思います。 

 私からは、以上です。 

○髙橋座長 濱西専門委員、お願いします。 

○濱西専門委員 私からは、２点、御質問させていただきます。 

 １点目が、基本計画では、保管場所標章の郵送化による警察署への来訪を不要にする実

現が2023年３月とされているのですが、どうして郵送による交付の準備に２年間も必要な

のかよく分からないところがあります。電子交付なら、システム開発に時間がかかるので、

理解できなくもないところです。取りあえず郵送による交付はします、その上でシステム

開発をして2023年から電子交付するというスケジュールで対応できないのでしょうか。そ

のことについて、警察庁にお伺いしたい。 

 関連する話なのですが、先ほど新経済連盟からAPI連携が充分にできていないというお
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話がありました。各府省において現在API連携が求められているところです。そうした中で、

民間との連携が充分にできていないのは、どういう理由があるのかについて国土交通省か

ら回答をお願いしたい。 

○髙橋座長 それでは、岩下代理、お願いします。 

○岩下座長代理 岩下でございます。 

 私からは、先ほどお話しした中で、警察庁さんの保管場所標章の郵送化というところで

御説明いただいた資料２（別添５）の内容と、もう一つ、ナンバープレートの封印のこと

をお聞きしたいと思います。 

 先ほどの警察庁さんの資料２（別添５）の説明のときに、私はやや耳を疑ったのですが、

電子申請で受けても窓口で申請を受けても同じ担当者が同じことをやっていますとおっし

ゃったのですけれども、それは本当なのですか。もちろん電子申請は窓口の部分を国民の

ためにワンストップサービスにしてあげましょうという親切の部分もあるのですけれども、

一方で、この手のデジタルガバメントの議論は政府内部の効率化を電子化によって進める

ことがある意味で当たり前なわけですよね。だからこそBPRという話になっているわけで

しょう。実際に受け付けた後にやることは同じですからということになってしまうと、そ

れは全く行政機関内部の効率化が行われていないということですよね。もちろん、駐車場

が本当に機能するかどうかとか、保管場所として適切かどうか、議論があるケースもあり

ますし、問題のある申請者がうその情報をやることもあるし、そういう意味では人間がチ

ェックすることは多分必要なのだと思います。場合によっては現地現認をしなくてはいけ

ないというケースもあり得るでしょうけれども、基本的には全ての案件についてそれをや

っているわけではないわけですし、しかもオンラインで様々な情報を一括で出してもらっ

ているものと紙で何度かの対面を経て申請してもらったものとがその後は同じ処理で行わ

れているというのは、警察庁さんあるいは各地の警察署の問題なのかもしれませんけれど

も、何となく事務の在り方として不思議な感じがするのです。そこは基本的に電子化した

人にとってメリットがあるような方向に持っていくことが是非必要だと思うので、電子化

がしてあるけれどもむしろそっちが後回しになっているのではないかという話が出るぐら

い遅いというのは問題ですよ。そういう意味では、電子化をした人が最優先にチェックさ

れるぐらいの体制を取っていただいて、かつ、内部でのチェックの体制もより電子化する

ことによって合理化することは、当然国民が求めていることだと思うので、それがそうで

はないことを当然のように言われてしまうと私どもはちょっとびっくりしてしまうのです

が、そこはどうなっているのでしょうかということが一つです。 

 もう一つ、先ほど最後に小木曽さんがおっしゃった軽自動車に寄せていくという話は、

もちろん軽自動車に寄せていくのか普通自動車に寄せていくのかというのはいろいろ考え

方があって軽自動車が甘いのだという議論があり得るのはよく分かるところなのです。た

だ、ナンバープレートの封印は、例えば、ウェブサイトで検索すると、ナンバープレート

の封印の解き方が真っ先に出てくるわけです。ゴムホースを使うと解けるみたいな、別に
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封印のバイパスができるみたいなものが詳細に書いてあるわけです。今や特殊な器具を使

わなければ外せないからという時代ではないでしょうし、ナンバープレートが偽造されて

ほかのナンバープレートをつけて犯罪をする云々という話は日常茶飯事で聞きますので、

その封印が本当に効果を持っているのかというところも含めて疑問だと思います。その意

味では、今の軽自動車はオーケーだけれども普通自動車は封印が必要なのだということは

本当に今後も維持していくべきものなのでしょうか。少なくとも全てを軽自動車の方に寄

せることが適当ではないにしても、今の軽自動車ではオーケーとされているものの多くは

普通自動車側でも規制緩和できる話なのではないでしょうか。そこはなぜそういう方向に

ならないのか。 

 この２点について教えてください。 

 以上です。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 

 効率性のために今の委員の質問に私も付加させていただきます。中林専門委員から、要

するに、３省庁の合同会議が機能しているのかという話がありました。関連して少々疑問

に思ったのは、警察庁で今度は郵送を御検討とあったのです。他方、国交省では代行業者

が印刷・交付する仕組みは既に先行して実現されていたわけですよね。警察庁が郵送とい

うことを御検討される際に国交省の経験が踏まえられて検討されたのか。ここを追加でお

聞かせ願いたい。 

 もう一つ、岩下代理が先ほど窓口と電子申請の関係について御質問されましたが、先ほ

どの御回答でも同じだという話でした。ただ、本当に同じかどうか調べて実態を把握され

ているのかどうか。そこのところを追加でお聞きしたいと思います。 

 ほかの方も手が挙がっておられますが、まず、ここで切って御回答を頂戴したいと思い

ます。順番に、国交省からよろしくお願いします。 

○国土交通省（江坂次長） 国土交通省でございます。 

 まず、中林専門委員からいただきましたOSS管理運営委員会に関する御質問につきまし

てお答えいたします。OSS管理運営委員会は、関係省庁、関係機関で構成されておりまして、

OSSシステム改修に関する方針決定を行っております。BPRに関しましては、添付書類の不

要化や出頭回数の削減が重要でございますけれども、これらはいずれもシステム改修を伴

うものでございます。しかしながら、このOSS管理運営委員会の中で連携して検討に当たり

ますので、この中でBPRに関しましても検討して決定した方針に従いましてシステム改修

を行っていきたいと考えておりますので、基本的にはBPRを推進していくというスタンス

でいるところでございます。 

 次に、濱西専門委員からいただきましたAPI連携の現状について、APIに関しましては、

セキュリティーポリシーの設定や不正アクセス防止と情報漏えいの防止機能の構築など一

定の要件を持っていることが前提とはなりますけれども、このAPIの推進に関しましては

検討を進めていきたいというスタンスでおるところでございます。 
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 次に、岩下代理からいただきました封印の関係でございます。封印に関しましては、基

本的に盗難防止を目的としてやっているものでございまして、軽自動車よりも財産価値が

高いことから登録制度を設けております。盗難防止の必要性が高いということから封印制

度を設けまして、その自動車とナンバープレートとの対応の真正性の確保とか、ナンバー

プレートの取り外しを抑止する、ナンバープレートの不正使用の防止を図るということで

やっているものでございます。この効果があるのかということなのですが、具体的なデー

タはないのですけれども、これは盗難防止に一定の効果があると認識しております。いろ

いろとインターネットで封印取り外しの情報が流布されているとのことでございますので、

こちらでよく確認をして、どんなものかということを見て、その対策の必要性について検

討していきたいと考えております。自動車の盗難に関しましては依然として社会的な問題

となっておりますので、盗難の状況が厳しい現在では、盗難防止あるいは封印制度は維持

していく必要があるのではないかというのが私どもの考え方でございます。ただし、制度

の改善についてはこれからも考えていきたいと思いますし、また、不正取り外しが横行し

ているようであればその対策についても高めていかなくてはいけないと考えております。 

 以上でございます。 

○髙橋座長 それでは、警察庁、御回答をお願いします。 

○警察庁（新田審議官） まず、濱西専門委員から、希望者に対する郵送可能時期が遅い

のではないかという御指摘でございました。この郵送に係る対応なのですけれども、郵送

の希望の有無あるいは送付先の住所などを把握して、組織的に管理するためのシステム改

修が必要となってまいりますので、一定期間が必要でございますし、また、OSSに係る費用

につきましては全都道府県警察が分担して負担しているところでございますけれども、こ

のシステム改修にかかる費用につきましても全都道府県において財政上の措置が必要とな

りますので、一定期間がかかってしまうというのはやむを得ないところかと思っていると

ころでございます。 

 岩下代理から、この窓口とOSSの処理につきまして御指摘がございました。まず、私の先

ほどの説明で言葉足らずだったかもしれませんけれども、OSSはオンラインで申請・受理す

ることができ、また、保管場所証明に係る通知をシステム上で行うことができるという点

で申請者側、受理者側双方にとって負担が軽減され効率化が期待できるものであります。

ただ、この保管場所証明手続に係る業務の流れについて、先ほどちゃんとその現場を見て

確認したのかということをおっしゃいましたけれども、この点については、各警察署にお

いて、現に申請に係る保管場所が法令上の要件を満たしたものかどうかということを確認

しております。そのために一定の時間がかかるというものでございます。冒頭、河野大臣

からも年間700万台とございましたけれども、そのうち２万台程度は、要件を満たしていな

いということで、保管場所証明に係る申請を拒否しているものがあることを踏まえると、

保管場所が適法なものかということは確認する必要があると思っております。そういうこ

とで、OSSを通じて、また、窓口で申請されたものについては、地域を分けて、それぞれの



13 

 

警察署の中で分担しながらできるだけ早く現場確認ができるようにそれぞれ工夫しながら

対応しているというのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○髙橋座長 私の質問ですが、そうすると、実態はきちんと把握されたのですね。 

○警察庁（新田審議官） 各都道府県警察を通じて実態を把握して、お答えてしておりま

す。 

 郵送による保管場所標章の交付を検討するに当たって、国交省との連携という御質問が

あったかと思います。車検証の電子化の検討などと連携を取って検討されたのかというこ

とでございますけれども、こちらにつきましては、結局、これはOSS手続代行者が保管場所

標章を印刷・交付できないのかということになるかと思うのですけれども、 

保管場所標章の手続をOSS手続代行者が行うためには、所要の仕様を満たす印刷機器を整

備する必要がございまして、そういった印刷機器を整備する費用を保管場所標章の交付に

係る手数料に上乗せすることとなる可能性もございます。我々としてはユーザー目線で考

えたつもりなのですけれども、先ほど申し上げたような負担や警察署の窓口において保管

場所標章の交付を受けること希望する人もいらっしゃることなどを考慮した結果、希望者

に対する保管場所標章の郵送という方向性が一番利用者目線でも効果的であるという結論

に至ったということでございます。 

 以上でございます。 

○髙橋座長 分かりました。 

 すみません。少々しつこいようですが、ローカルルールが車庫証明の運用についてはあ

るという御指摘も、現在、いろいろな県警についてであるのですね。そういう実態は把握

されているのでしょうか。昔からローカルルールの根絶は警察庁にはお願いしていたので

すが、いまだにこういう御指摘があることはかなり問題だと思うのです。そういうことと

の関連で本当に同じにされているのかどうかも私には疑問で、現場の方に窓口に来た人に

ついてはついつい先にやってやろうかという意識が働いていないのかどうか、そこまで把

握して、そういうことがないように各県警本部に徹底されているかどうかということもお

聞きしたいのです。こういう声があるのでそういうことは厳にやめろということを御通知

いただいたほうがいいのではないかと私は思うのですけれども、そういうお考えはないで

しょうか。 

○警察庁（新田審議官） ローカルルールがあるのではないか、あるいは、違うやり方を

敷いているのではないかという御指摘でございますけれども、警察庁としては、昨年の12

月に各都道府県警察に対して、例えば、それぞれの申請書が違うことを書かせているので

はないかとか、そういうことがないように、これは自動車の保管場所の確保等に関する法

律施行規則に規定された様式に記載されている事項が全て記入されていれば、申請等を受

け付けるよう、通達を発出して指示を出しているところでございます。またそういった声

が届きましたら、引き続き都道府県警察の業務実態について目を配って利用者目線で対応
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していきたいと思っておるところでございます。 

○髙橋座長 御対応いただいていると。ありがとうございました。引き続き、是非ローカ

ルルールの根絶等に御努力いただければありがたいと思います。 

 次に、南雲委員、佐藤委員、田中専門委員、住田専門委員でお願いします。 

○南雲委員 ありがとうございます。南雲です。 

 今新経連さんが挙げた例は代表例ということで、この１件と考えると間違えるのだと思

うのですね。一事が万事という考え方をまずはする必要があって、OSSという形で３者会議

をやっておられるということなのですけれども、こういった組織横断型の官民をまたがる

ものについて手を打つときに、職人芸的なスキルが必要になってくるのだと思うのですね。

特にワンストップでやることになってくると、カスタマージャーニーマップのようなもの

をしっかりと書けるのか。誰が使ってやっておられるのか、どのツールを使ってやってお

られるのかというところまで、まずは確認をしないといけないと思います。その上で、ワ

ンスオンリーの観点というか、データをつなげるという観点なので、バックエンド、一番

後ろでどういうふうにデータがつながった状態をつくるのかというところから遡っていっ

てプロセスをデザインするというところに入っていくので、これはまた違うノウハウが必

要になってくるのですね。一般的に省庁の中で育ってきた皆さんがこの２つのスキルを直

ちに持っているとは思えないのですよ。私もこれは苦労していろいろとやってきていると

ころもあるので、集まっているだけではなくて、どのようにやっておられるのか、誰を使

っておられるのかという点について、まずは教えていただきたい。 

 それから、一事が万事と申し上げましたけれども、在庫管理はどうやっているのか。こ

れは余すことなく網をかけて、在庫管理をやって優先順位の高いものから攻めていくとい

うプロジェクトマネジメントは必要になってくると思うのですけれども、それはどのよう

にやっておられるのか。 

 最後、IT室の尾原さんがいらっしゃるのでお聞きしたいのですけれども、デジタル・ガ

バメント分科会でもたしか引っ越しや相続で似たようなケースをやってきたと思うのです

ね。そのノウハウが生きていないと言ったら怒られてしまうかもしれませんけれども、も

ったいないことになっていないかなという気がするので、これからデジタル庁をつくられ

るのでしょうけれども、そういう過去に積み上げたノウハウが組織横断的に使われるよう

な手だてはどうしておられるのか、アイデアがあるのかということについても、参考意見

で構いませんのでお聞きできればと思います。 

 以上です。 

○髙橋座長 それでは、佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 よろしくお願いいたします。 

 私は、資料２の回答いただいた①－５について、ここで税について幾つかコメントをさ

せてください。 

 まず、質問なのですけれども、自動車重量税について、支払いのタイミングがほかの手
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数料より後ではないかという話だったと思うのですが、御回答では、自動車重量税は審査

後に支払額が確定するため事前に支払ってもらうと差分が生じると。差分が生じるという

のはどういう状況なのか。自動車重量税とは、ざっくり言えば、保有年数と重さではない

ですか。審査後にどういう差分が生じやすいのか、何か御知見があれば教えていただきた

い。 

 税に関して言うと、確かに、重量税もありますし、取得時には自動車税の環境性能割を

納めるということなので、どうしても窓口が幾つかは出てくると思うのですけれども、一

般論として考えて、自動車重量税はそもそも新規登録に３年分を払って、あとは車検では

ないですか。でも、本来は自動車税と一緒に納めると。環境性能割を除けば自動車税は原

則毎年納めるものなので、そうであれば、むしろ本来はふだん重量税と自動車税あるいは

重量税と軽自動車税は一体にして払ってあとは国と地方で分けるという仕組みがあれば、

今日は新規登録のときの窓口の支払いの一本化だったと思いますけれども、普段からそう

いう手続はできるのではないかと思いました。 

 軽自動車と普通自動車の話は根が深くて、そもそも軽自動車の定義とは何なのかという

話で、あれは排気量でしかないので、要するに、エンジンの大きさしかないので、そもそ

も規制も含めていわゆる普通自動車と軽自動車の区別を少し見直す時期が来ているのでは

ないかと思います。最後は、感想です。 

 以上です。 

○髙橋座長 田中専門委員、お願いします。 

○田中専門委員 まず、国土交通省、警察庁、総務省の皆様におかれましては、ワンスト

ップサービスの推進に取り組んでいただき、感謝申し上げます。 

 さらなるデジタル化の観点からお伺いしたいのですけれども、回答①－４で、ワンスト

ップサービス以外のデジタル化についてはニーズの詳細を把握した上で検討したいという

御回答をいただいています。先ほど河野大臣からスピード感を持って取り組まなければい

けないという御発言を頂戴しましたが、いつ頃までにニーズ把握をしていつ頃までに検討

する予定なのかお聞かせください。 

 ２点目ですが、先ほど髙橋座長から御指摘があったとおり、ローカルルールの撤廃は行

政手続部会の頃からお願いしていたことで、是非積極的に取り組んでいただきたいと考え

ております。通達等を発出していただいていることは承知していますが、その内容はどの

程度実現しているでしょうか。特に、平成30年の通達で改善を求めていただいた、書式の

問題、疎明資料の問題、理由書を添付させているローカルルールがあるという問題、これ

らについて、幾つの都道府県が対応済みで幾つの都道府県が未対応なのか、現状を把握し

ておられるでしょうか。把握されていないのであれば速やかに実態調査をしていただきた

いのですが、いかがでしょうか。 

 以上です。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 
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 住田専門委員、お願いします。 

○住田専門委員 住田です。ありがとうございます。 

 私からは、先ほど多分岩下代理がおっしゃったのではないかとは思うのですけれども、

電子化を本当に進めたいと思っているのかどうかというところでいうと、本当に皆さんは

どういうふうに御対応されているのかなとちょっと疑問に思うような今日の御回答ではな

かったかと思っております。先ほどおっしゃられたように、データでもらえるという点で、

電子化が良いと思っていらっしゃるのであれば、それを本当に進めるような進め方がある

のではないかと思います。すなわち、電子化で申請してもらった人にはインセンティブが

あるという形にしていくと電子化で申請してくださる方が増えるということではないかと

思いますので、そういう設計を是非していただきたいと思ったのが１点目です。 

 その上で、先ほど南雲委員もおっしゃっていましたけれども、私もすごく体制が気にな

っているといいますか、ばらばらに回答していただいていて、それぞれ自分の領域ではし

っかり進めていただいているとは考えておりますけれども、その中で誰が実際に全体のリ

ーダーシップを取って最終形を見据えて進めていただいているのかというところはすごく

はっきりしないなと今日は感じたところでございます。そこはそれぞれの省庁の中で取る

のが難しければほかに立てるのでもいいのですけれども、そういう形でしっかりリーダー

シップを取るところと連携するというところを進めていただければと思います。 

 その上で、先ほど支払いのお話が少しありましたけれども、支払いのところにつきまし

ても、税が最終的に変わるというところで、なかなか一括で払うというのが難しいという

ところではありますけれども、まとめるというところは可能かと思いますし、手数料と税

金というところで、最後に一括になると手数料がもらえないという話もありましたので、

例えば、せめて手数料は最初にもらって最後に税金を払っていただくとか、そういう分け

方はあるかと思いますので、その辺の検討はどうされているのかについてお伺いしたいと

思います。 

 以上です。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、まとめて御回答いただきます。そして、私も、今のことに関連して、手数料

と税をまとめて一括で払える仕組みの検討はいつまでに実施されるのかというめどをはっ

きりさせていただきたいということと、利用者目線でのユーザーテストは３省庁でできる

のかどうかということも含めて御回答いただければありがたいと思います。 

 国交省から、よろしくお願いします。 

○国土交通省（江坂次長） 国土交通省から、回答いたします。 

 順番が変わってきますが、まず、田中専門委員から御指摘がありました一体いつまでに

このシステムの改善について方向性を打ち出していくのかというスケジュールについての

お問合せがございました。これに関しましては、今年度中には改革の方向性を打ち出せる

ように３省庁連携で検討していきたいと思っております。 
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 先ほど住田専門委員から電子化を進めるためにはインセンティブが必要という御指摘が

ございましたが、今でもOSSを使えば手数料を軽減するという対応はしておりますが、さら

なるインセンティブの形については今後引き続き検討していきたいと思っております。 

 手数料に関しましては、例えば、一括納付、先に手数料を払って後で税を一括で払うと

か、より利便性が高い納付方法を検討すべきという御指摘に関しましては、現在、河野大

臣からの御指摘を踏まえまして、検査登録手続の現場の窓口フローの改善について調査検

討をしておりますので、その中でこの納付方法についても方向性を出していきたいと思っ

ています。６月末には調査を終えたいと思っておりますので、いましばらくお時間をいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 重量税の差分の問題でございます。最終的に税が確定した後と事前把握の額の差分が生

じることにあるということに関しましては、一体どういうことが出てくるかと申しますと、

重量税は名前のとおり自動車の総重量に基づいて税額が決められます。その総重量の区分

によって税額が決まるのですが、大体そのような区分の一番下の方に合わせて開発・製造

されることが常でございます。実際、総重量は検査場に持ち込んでいただきまして重量計

で量って確定するのですが、実際に測定してみると設計値よりも重量が重くなってしまっ

て総重量の区分の垣根を超えてしまうことがたびたびございます。具体的にはそれによっ

て数千円ぐらい税額が変わってくるのですが、そういうことが実態としてあるということ

について御紹介したいと思います。 

 あとの御質問に関しましては、担当課長から説明いたします。 

○国土交通省（金子課長） 自動車情報課長の金子から御説明させていただきます。 

 南雲委員から冒頭にお話がございましたカスタマージャーニーの件でございます。私ど

もなりに、個人の方が申請する場合あるいはディーラーなど本人ではない方が申請する場

合、そういった方々に応じてどういうシステムを使っているのかとか、それなりに把握し

ているつもりではございますが、まだ足りない点があれば、そこは引き続き実態把握をし

ていきたいと思います。 

 また、データをつなげる点について、なかなか国の職員だけではまだまだという御指摘

もあったところでございます。この点については、正に先ほど次長からも申し上げました

とおり、現在、業務フローの見直しを、外部コンサルを活用して行っているところでござ

いまして、そういった知見も活用して進めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○尾原参事官 IT室の尾原でございます。 

 先ほど南雲委員からお話がございました。IT室でこれまでにOSSなどの取組でいろいろ

やってきたことがあるだろう、また、そういったものについての横展開はどうなのかとい

った御趣旨の御質問であったかと思います。今までIT室が中心になりまして関係省庁と引

っ越しのOSSあるいは死亡相続の関係のOSSの取組を進めてきてございます。ようやく実証

なども進んできてある程度の形になってきてございますが、非常に時間がかかってここま
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で来たという感じで、我々もこれらで手いっぱいといったところがございました。したが

って、こういった取組をしていること自体は各省にも共有しておりますけれども、それを

具体的にどういう形でやってきたか、例えば、自治体職員を交えてワークショップを開い

たりしてきてございますけれども、そういった細かいところまでのお話はできていないと

いう状況でございます。あるいは、現場のレベルの人間だけではなくて、各府省に置かれ

ている副CIOに対して事例を交えたBPRの研修も行ってまいりましたが、まだ各府省のガバ

ナンスについての意識変革に至っていない部分があるかと思っております。 

 デジタル庁になりましたら、今回のテーマになっております自動車のOSSについては、デ

ジタル庁側で各省と一緒になって整備をしていくという、いわゆる②システム、共同プロ

ジェクト型システムに位置づけておりますので、ここはデジタル庁でもしっかりと体制を

組んでBPRを含めた形で取り組んでいきたいと思っております。また、各府省のガバナンス

の体制も、今までのような形ではなくて、しっかりとデジタル庁の考え方が伝わるような

形で組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○警察庁（新田審議官） 警察庁でございます。 

 田中専門委員から、各都道府県警察の現場で、申請書、添付書類がふぞろいではないか

という御指摘だったかと思いますけれども、これは平成30年に御指摘を受けて、それから

現場を調査して、その結果、昨年の12月に指示をしており、例えば、他県で受理している

様式又は添付書類であっても、様式に記入すべき事項が全て記載されているなどすれば、

申請を受理しなさいということを指示しております。つまり、御指摘を受けてから、各都

道府県警察を通じて、現場の実態を確認した上で先ほど申し上げたような指示をしておる

わけでございまして、警察庁としては、この趣旨がさらに徹底されるように、もし何か申

請者や事業者から違うではないかという声がございましたら、真摯に受け止めて指導して

まいりたいと思っております。 

 以上です。 

○髙橋座長 すみません。時間がかなり押してまいりました。 

 私は、ほかにも、例えば、電子認証としてはマイナンバーカードや電子証明書以外に、

例えば、法人だったらＧビズIDを使ってくれとか、軽自動車についても新規登録や移転登

録などの手続でも電子化してほしいとか、いろいろとあるのです。この辺は後で事務局を

通じて文書で出しますので、それについて書面で御回答ください。 

 最後、新経連の方からコメントをいただければありがたいと思います。よろしくお願い

します。手短にお願いしたいと思います。 

○新経済連盟（小木曽部長）  

 代理人申請やトレーサビリティーなど幾つかまだお答えいただいていないところがある

ので、先ほど文面でという話がありましたが、是非それもお願いできればと思います。そ

れが１点です。 
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 ２点目が、封印の問題についてコメントをさせてください。岩下代理、佐藤委員がおっ

しゃったとおり、要するに、私もそもそも普通自動車と軽自動車の区分が何なのかという

疑問を持った上での提案でございます。財産的価値と税の区分は別に現状ではあまり結び

ついていないところで排気量の問題というのは、正におっしゃるとおりだと思います。そ

の意味で、普通車についても封印という制度を維持する必要があるのかどうかを見直すべ

きだというのが我々の提案でございます。そこのところで、国土交通省様の回答のところ

が気になる部分がございました。封印については、データがなかなか取りにくいというの

はよく分かるのですけれども、御説明として、具体的なデータはないけれども効果がある、

結論としては封印制度を維持すべきだというのは、具体的なデータがないのに維持すべき

だというところは大分論理が飛躍していたなと。私がデジャビュだと思ったのが、医薬品

の対面規制の問題を厚労省と議論したときに、厚生労働省様が対面であることについての

データはございませんと答えたことのデジャビュの認識を持ちました。いわゆるデータに

基づく行政にも反していると思います。 

 最後、３点目、我々も別に盗難防止という目的を排除したいということではなくて、盗

難防止という目的は当たり前です。これはやるべきです。それを達成する手段として封印

という制度でなければいけないのかどうかという必要不可欠性のところが揺らいでいるの

ではないかというところです。その揺らいでいるところが、逆に言うと、デジタル化とい

う全体の流れにさおを差してしまうのではないかというところで、まず、要するに、どう

いう意味があるのかというところも含めて検討の俎上にのせることが重要だと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○髙橋座長 どうもありがとうございました。 

 これにつきましては、書面で御回答ください。申し訳ございません。 

 そろそろお時間が参りましたので、ここまでとさせていただきたいと思います。 

 今、申し上げましたように、議論が不十分なところがございますので、事務局を通じて

書面でお送りします。新経連の御質問を含めて、それについて御回答ください。 

 基本計画の改定については、４月21日が締めとなっているのですが、今のやり取りを整

理した上で基本計画の見直しをしていただければありがたいと思います。その時期につい

ては、申し訳ございませんが、事務局とよく御調整ください。基本計画の見直しの時期等

についても事務局とよく御調整いただければありがたいと思います。速やかに検討した上

で、事務局と調整の上、基本計画で必要な見直しをしていただければありがたいと思いま

す。事務局においてもフォローアップのほどよろしくお願いします。 

 それでは、一般社団法人新経済連盟、国土交通省、警察庁及び総務省の皆様、本日は、

お忙しい中、どうもありがとうございました。 

 そろそろお時間が参りました。ここまでとさせていただきます。 

 本日の議題は、以上でございます。 
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 今後の日程等につきましては、追って事務局から御案内をさせていただきます。 

 それでは、会議を終了いたしたいと思います。 

 「退室する」ボタンにより御退室を頂戴したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 


